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※　４月～１１月までの８ヶ月

　　（平成） 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年　※

外来

収入（千円） 2,730,427 2,070,164 1,353,079 1,284,671 1,353,623 1,427,091 1,489,641 864,380

患者数 283,679 188,275 125,200 114,481 118,153 117,903 119,641 74,785

１人単価（円） 9,625 10,995 10,807 11,222 11,457 12,104 12,451 11,558

入院

収入（千円） 5,214,788 5,992,027 5,674,122 5,572,834 5,653,210 5,538,937 6,350,702 4,408,668

患者数 107,452 112,456 106,951 111,592 114,495 109,119 108,098 68,823

１人単価（円） 48,531 53,283 53,053 49,939 49,375 50,761 58,749 64,058

　　総収入（千円） 7,945,215 8,062,191 7,027,201 6,857,505 7,006,833 6,966,028 7,840,343 5,273,048



※　４月～１１月までの８ヶ月

（平成） 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年　※

紹介率　％ 87.8 87.8 79.6 80.5 78.9 85.0 82.9

逆紹介率　％ 29.1 32.6 39.5 40.8

平均在院日数 11.7 11.9 11.9 12.5 13.0 11.8 11.2

病床利用率　％ 102.1 89.4 93.9 96.8 93.1 90.4 85.6

救急外来患者数 26,899 27,566 30,612 25,417 20,840 21,204 13,598

救急車搬送患者数 3,222 3,457 3,438 3,494 3,370 3,900 2,581

手術件数 3,749 3,598 3,453 3,442 3,503 3,877 2,476

　　全身麻酔　％ 57 60 61 64 64 66 64



 

２００６年１２月７日 

 

全日本病院協会 

副会長 西澤寛俊殿 

                                       

代議員会副議長 宮城敏夫 

 

地域医療支援病院の要件 

 

（現状の要件に、下記１～４を追加する） 

１． 地域連携パス（保険診療点数化されたもの）が実際に使われている。又は、点数化

されていない疾患連携パスを含め、連携パスが複数使われている。 

 

２． 離島・僻地・医療過疎地域の医療に参加している。 

・ 医療従事者の派遣依頼に応じている。 

・ ドクターヘリ、又は救急医療用ヘリ事業を実施しているか、類似且つ同等レベ

ルの事業を実施している。 

 

３． 地域医療支援病院運営委員会の委員構成は、「・・・例えば、当該地区の医師会

等医療関係団体の代表、当該病院が所在する都道府県・市町村の代表、学識経

験者等により構成することが適当であること」（「新省令第九条の十九」）とあるが、

実際にそのような構成になっているか。又、定期、不定期の会の議事録が残されて

いるか、等の監査を義務付けることが重要である。なお委員構成と議事録の義務

化は、これまでの社会保険事務所による監査の実施項目に加えれば、改めて監査

 



をせずに済む。 

 

４． 『新法四条第一項第一号に規定する「他の病院又は診療所から紹介された患者

に対し医療を提供し、(中略)体制が整備されていること」とは、いわゆる紹介外来

制を原則としていることを意味するものであり、具体的には、次の式により算定した

数（以下「地域医療支援病院紹介率」という。）が八〇％を上回っていることを求め

る趣旨であること。 』とある。入院外来分離をしている病院の中には、その地域の

医療提供体制の事情を顧慮すれば、承認することが地域住民にとって有益である

場合もあるが、一般的な都市部においては、患者の抱え込みでしかない。つまり経

済上の理由が本意であり、紹介外来制を原則としている法の趣旨にはそぐわない

のではないか。 

 分離診療所の診療は、多くの場合、元の病院医師による診療であることを考え

ると、病院勤務週４０時間が守られているか。クリニック外来患者数対医師数が

適正に配置されているのか。等、甚だ疑わしい。地域連携を進める上では、門

前クリニックはマイナス要因でしかない。 

 地域医療支援病院が本来目指した医療機能分化・連携に戻すことを求める。

病院外来分離・門前クリニックの設置の場合には、分離診療所の患者数は、

病院の外来患者数とみなすべきである。 無論、病院から適当な距離をもって

開設している場合は門前クリニックではない。 

 

「地域医療支援病院が二次医療圏に１施設」となっていることについて 

＊ 二次医療圏の人口が１０万人超の場合には、複数の施設を置くことで施設間のサ

ービスの質（安全、質、効率）の競争意識が適度に働き、結果として地域医療支援

病院機能の向上に繋がるのではないか。“お山の大将僕一人”的意識を持たさな

いために、複数にすることが重要である。 

 



 

第三者地域医療支援病院機能審査機関の必要性 

＊ 県当局の書面調査等をもとに県医療審議会を経て認可されるが、審議会のメンバ

ーの７割は医療計画の詳細や現状をほとんど知らない方々である。その上、県当

局の担当者は、ほぼ２年で異動する。言わば１年目は素人である。このような実態

を鑑みれば、認可までのプロセスとして、医療提供側・行政側・患者側からなる機

能審査機関を置くことで、地域特性（自然環境、社会・文化環境等）を配慮した、

いわゆる紹介外来制の原則に則った地域医療支援病院を実現できるのではない

か。 

 

法の隙間を上手に抜けることは違法ではないが、これらを戒めなければ医療計画に

盛り込まれた機能分化・連携や疾病ネットワークが絵に描いた餅と化します。真剣に医

療の将来を考えて、法に沿って行動した者がばかを見るなら、自ら進んで法の趣旨を

遵守した行動をする者がいなくなることを憂えるのであります。新医療計画が目指す、

趣旨に合致したものとなるよう、認可プロセス、認可後監査を確実なものとしていただき

たく、以上申し上げる次第です。 

 

 


	0.資料２表紙.pdf
	20061227185938.pdf
	別添1　宮城敏夫.pdf
	別添1

	別添2　宮城敏夫.pdf
	別添2

	2.地域医療支援病院の要件（私見）２００６.12.7.d+oc.pdf

